
第3回 放射線防護の民主化フォーラム
真実に目を向ける：未来への選択を、二本松市から考える

2025年11月8日9日 二本松市市民交流センターにおいて

「住民と地権者から見た中間貯蔵決定､実施工程における問題」

閉じられ偏った情報・一方的な対話から

開かれた情報共有への転換が重要

報告者 門馬好春 30年中間貯蔵施設地権者会会長

11月8日15時10分から25分まで 15分間

質問１ 福一原発周辺の中間貯蔵施設はご存知ですか？

質問２ 汚染土は2045年3月迄に県外最終処分場へ搬出し

中間貯蔵施設を終了することはご存知ですか？



福島県中間貯蔵施設パンフレット 2021年1月11日東京新聞

国による約束「１０月２３日石原宏高環境相大臣も福島県訪問」

ジェスコ法「中間貯蔵・環境安全事業（株）法」３条に期間３０年を明記
地権者との地上権設定契約書の期間は２０４５年３月１２日で終了と明記

https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=79143&pid=232535


陸軍磐城飛行場跡記念碑（福一原発大熊町側）



東日本大震災による遺構請戸小跡南側の道路横ずれ3メートル



中間貯蔵施設の経過表

• 2011年3月11日東日本大震災・原子力緊急事態宣言「14年8カ月経った現在も宣言下にある」

• 同年6月環境省「福島県内への最終処分場建設構想」示す

• 同年8月菅直人総理「中間貯蔵施設の県内設置を佐藤雄平知事に直接要請」

• 同年10月仮置場設置について住民の反対を受け工程表「期間を短く3年間」とし

中間貯蔵施設を今後3年程度「2015年1月」を目標で設置「最大で30年間」を示す

• 2012年5月仮置場等の用地補償環境省内規基準制定「但し中間貯蔵施設を除く」

• 2013年中間貯蔵施設の全面国有地化計画をマスコミ公表

• 2014年5・6月中間貯蔵施設の住民説明会開催「一方的な通告」で住民反発

• 同年6月16日石原環境大臣「金目でしょ」発言で住民・地権者の反発爆発

• 同年7月28日全面国有地化計画を見直し、買収と借地「土地使用・地上権契約」の併用に見直す

• 同年9・10月中間貯蔵施設の地権者等への説明会開催「一方的な通告」地権者の反発大

• 同年ジェスコ法「中間貯蔵・環境安全（株）法」改正案成立・同年12月施行

• 同年12月中間貯蔵施設建設「用地補償」の環境省内規基準制定

• 同年12月「30年中間貯蔵施設地権者会」設立・望月義夫環境大臣に要望書提出

• 2015年1月環境省と団体交渉開始・2021年4月一方的打ち切りを小泉進次郎環境大臣承認で強硬

• 2025年12月3日第1３回当会への環境省説明会開催・現在門馬好春との個人交渉継続中



中間貯蔵施設の基本的な問題点 １ 構想から現在まで全面国有地化方針

２ 除染・仮置場・本施設も東電が事業者 ３ 事業名は「３０年仮置施設」とすべき

2013年11月23日福島民報新聞 2014年7月29日読売新聞

政府方針「第一原発周辺を国有化」 政府提案 国が30年使用契約「地上権」



要望書５つのポイント

事業終了

30年以内の県

外最終処分場

への搬出完了

安心できる安

全の担保と監

視体制の構築

地上権価格か

ら地代への見

直し等

土地価格の原

発事故前価格

を基準

大熊・双葉町

の復興と両町

民への生活支

援

事故
発生

３０年中間貯蔵施設地権者会
平成27年10月30日令和4年一部変更

２０１１/３ ２０１５／３ ２０２５／３ ２０３５／３ ２０４５／３  

事業開始 （１０年） （２０年） （３０年）

3月12日事業終了

（平成26年12月25日 望月義夫環境大臣に提出）

事故の責任 東電
国：管理監督責任

被災者への更なる負担

何故、何の責任もない
町民・地権者が犠牲とな
りふるさとから追い出さ
れなければならないのか

◎最終処分場への搬出
◎原状回復工事の実施
◎土地所有権者への土
地返却

ま と め 令和７年７月１０日追加

・我々が失ったもの
取り戻したいもの

・ふるさとの事故前にあった
本当のえがおを取り戻す

・原発ゼロ社会を目指す

3月13日事業開始



中間貯蔵施設とは土地収用法3条27号の2の公共事業

公共事業とは ＝ 憲法２９条3項による保障（注）

・公益性があること  鉄道・道路・港湾・空港の建設等

・公正であること（注）  法律・損失補償基準等の統一ルール

・公平であること  用地補償価格の公平

・情報共有の元での事業者と住民・地権者との対話が重要

＊事業者：隠さず情報公開し住民・地権者が判断できる説明責任

・公共事業に協力した地権者等の生活再建が図られること

  ＊生活再建は公共事業前と同程度でなければいけない
 （注）「土地収用法」と一体の「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」



地権者騙し 「前頁（注）：土地収用法＝要綱条文は地代」 不公正

◎当会は環境省に対し公共事業・用地補償のルールに基づくことを継続して要求

▽4年半の仮置場地代合計額「850円/田㎡」より低い
３0年間の中間貯蔵施設地上権価格「840円/田㎡」 不公平

▽環境省「土地使用合計は土地価格を超える事ができない」 非常識
中間貯蔵施設の土地価格「1200円/田㎡」に対して  理不尽
仮置場6年半の地代合計額は「1230円/田㎡」で超えている 非論理

▽地上権価格は地権者から環境省に支払う逆の計算式 次頁
1年目 土地価格１200円/田㎡×70％＝840円/田㎡

 20年目 土地価格1200円/田㎡ × ０％ ＝    0円/田㎡
 30年目 土地価格1200円/田㎡×ー８８％＝－1056円/田㎡



地権者から環境省に支払う計算式のグラフ



東電から営農賠償に関する私宛約束文書
「H28年11月２日福島民報」 「H２８年１１月７日回答文書」次頁 「H28年１２月２日福島民報」

（注）東電回答文書の2倍相当額「＝2年分」は翌12月3倍相当額「＝3年分」に東電が見直す



● 2017（H２９）年から2019（H３１）年迄、3年分の支払いを約束

2018年に契約した地権者に2019年分の営農賠償を支払っていない

⇒東電と交渉し２019年分の支払いを要求⇒いまだに拒否の姿勢

▽

●4月ある地権者が私の本「未来へのバトン」を見て

東電にこれは本当かと文書を提出したが未だに回答はない

●２０２０（H３２）年以降も損害ある限り営農賠償を約束していたが

2020（H３２）年以降の地上権契約者への営農賠償打ち切り

＊環境省の用地取得が進んだので

東電は営農賠償を打ち切りに転換したようにしか見えない

＊仮置場は営農賠償対象「しかし支払いはない（営農賠償<環境省の地代）」

地上権契約者への約束違反内容



地権者騙し 売却した地権者が一番報われない
３０年後２０４５年３月の保有資産比較表「環境省と東電の数字に基づく」

国・環境省の用地補償と東電の営農賠償を合わせた結果

売却者<未契約者≒地上権者 「農地：田㎡で比較」

〇土地売却者 売却額1200円＋交付金1200円＝2400円

〇地上権契約者  地上権価格840円＋交付金840円＋

30年後の土地価格２４００円（環境省１００％）＝4080円

〇未契約者 継続分の営農賠償1600円＋

30年後の土地価格２４００円（環境省１００％）＝40０0円

＊東電の財物賠償と2016年迄の営農賠償は概ね対象なので計算から除く



汚染土をめぐる最近までの動き

• 2020年環境省パブコメ2854件の意見が大半反対で見送り

• ２０２２年１２月新宿御苑・所沢市で汚染土実証事業計画の住民説明会・反対で計画頓挫

• 2025年1月2月除染土再利用省令改正案パブコメ難解

門馬：国会で熟議し省令でなく法令制定 門馬受付番号 ２月１５日２３：５９ 127875件

• 環境省公表 ２０７８５０件「AI使用でコぺピ９６％」実質８２７７件

• 同年2月19日～3月５日２度目のパブコメ「県外最終処分に向けたこれまでの取組の成果等

• 同年4月１日環境省汚染土再利用の令改正

• 同年7月26日首相官邸に汚染土再利用２㎥「500万分の1」

• 同年8月9月 環境省パネルデスカッション 門馬９月５日参加：一方的な結論ありきの対話

• 同年9月26日 閣議報告後浅尾環境大臣「復興再生土」公表

• 同年10月11日～13日中央官庁9カ所に汚染土再利用「搬入完了」 今後地方出先機関対象



11月5日㈬開催 第28回中間貯蔵施設環境安全委員会

11月6日付福島民報記事

環境省は工程の先延ばし

一番難しい県外最終処分場の選定を

今回も先延ばしにしている無責任さが

特に目立った委員会であった

また各委員から環境省に対し議論の

深堀がなされない内容であった

あと１９年と一寸なので亀の歩みから

大きくスピードをあげて頂きたい



第28回中間貯蔵施設環境安全委員会で環境省配布の工程表



汚染土の福島県外最終処分場案

〇本会の今までの活動とあわせ、最長でも２０４５年３月１２日まで

の福島県の中間貯蔵施設事業の終了に向けた取り組み

〇福島県外最終処分場の選定先は無人島「鹿児島県馬毛島等」や

東京湾等への埋め立て（羽田空港の拡幅等含む）による

汚染土集中管理の継続への取り組み

＊今まで環境省に無人島案・東京湾等について申し入れ済み

〇汚染土の搬送は汚染土飛散、交通事故防止等の観点から

トラックでない船舶搬送への取り組み

＊今まで環境省に船舶搬送について申し入れ済み



私たちの取り組み

閉じられ偏った情報と一方的な対話から開かれた情報共有への転換が重要

帰還困難区域解除における放射線の自己管理は国・用電の責任転嫁と同じ

８月 環境省との個人交渉「団体交渉と同じ内容」（当方3人・環境省2人）

30年以内の事業終了・原状回復・ルール違反の用地補償の見直し

９月 今年５月中間貯蔵施設内で環境省と現地立ち合い継続要請

目的：樹木伐採除草で火災等の防止・熊等防獣対策・ホットスポット解消

10月相馬高校放送局顧問、生徒さんから「復興再生土」の取材を受け交流

11月5日第28回中間貯蔵施設環境安全委員会開催

12月3日環境省による当会会会員への第1３回説明会開催・リンクル大熊

通期 各種広報実施 ３０年中間貯蔵施設地権者会のHP 門馬好春のFB

原子力災害考証館furusatoで展示・各種イベントへの参加・マスコミ取材等



未来へのバトン門馬好春編著
福島県中間貯蔵施設の不条理を読み解く

〈ふるさとを取り戻す〉
＊我々が失ったもの 取り戻したいもの

それは未来の子供たちにえがおのバトンを

つないでいくことだと強く思っています

その思いはこの本の「はじめに」と

「あとがき」 に述べせて頂きました

〈本を読まれた方々からの意見・感想など〉

・ふるさとの方々からは、我々は国と東電から騙された

 ・資料的・記録的価値が高いので、学校や図書館で残すべき

 ・読んでいて、ふるさとが危ないと危機感が強くなってきた

 ・一人でも多くの方に本を読んで頂き、被災者、被害者である

 地権者に対する補償と賠償の実態を知るべきと思いました

 皆さま、お住まい近くの図書館でのリクエストお願いします

 
  

 



東電福島第一原発事故前ふるさとのどこにでもあったえがお
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